
令和2年 ♪ 月 ` 日
厚生労働大臣
纏基評弱謝辞導議韓卸雰究所長)殿
(                                    )

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

奈良県総合医療センタ

院長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  エイズ
｀
対策政策研究事業

HⅣ感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法

2.研究課題名 の開発ならびに診療体制の整備と均てん化に関する研究

3.研究者名  (所属部局・職名) 周産期母子医療センター・センター長 兼 産婦人科・統括部長

(氏名。フリガナ) 喜多 恒和。キタ ツネカズ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 奈良県総合医療センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

※1)当該研究者が当該研究を実旅するに当たり樽守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 自 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 ■ 無 □ (有の場合はその内容 :                 )

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



2.研究課題名

3.研究者名

令和 2 年 午 月 上 日
厚生労働大臣
(肇率 果 融 瀾 軽 耕 知 浜 )殿
(                                    )

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和元午度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。              ・

1.研究事業名 _エイズ対策政策研究事業           ・

HⅣ 感染者の妊娠・出産 。予後に関する疫学的・コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法
の開発ならびに診療体制の整備と均てん化に関する研究

(所属部局・職名) 医学部 ・ 准教授

(氏名 。フリガナ)_吉野 直人 ・ ヨシノ ナオ ト

関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、

その他 (特記事項 )

「未審査」にチェックすること。

4,倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 岩手医科大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施す るに当た り薄守す ■倫理指斜 の

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 □ 無 ■ (無の場合はその理由 : 経済的な利益関係はないため   )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 鉦
朴 )

■ (有の場合はその内容



令和2年 ′ 月 ご 日
厚生労働大臣
(         )殿
(                                    )

機関名 奈良県総合医療センタ∵

所属研究機関長 職 名 院長

氏 名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  エイズ対策政策研究事業

2.研究課題名

3.研究者名

HⅣ感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・ コホー ト的調査研究 と情報の普及啓発法

の開発ならびに診療体市llの整備 と均てんイヒに関する研究

(

(氏名・ フリガナ) 杉浦 敦・スギウラ アツシ

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※3) ■   □ ■ 奈良県総合医療センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

※1)当 該研究者が当該研究を実怖す るに当た り樽守す 倫鐸指針 に関す る倫碑黍 昌会 の審 杏 が済 スノでい る場合 lt、 「審 杏 済 み |にチ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、

その他 (特記事項)

1倫理指針に関する倫理委員会ο
「未審査」にチェックすること。

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 口 (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関: )

当研究に係るCOIに ういての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 鉦
小

)■ □ (有の場合はその内容 :



)。 ぽ 年 (2月 {`日

厚生労働大臣
(目珪吾課錯率導静蒙擦酢鶏弄長)殿
(                                  )

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立国際医療研

理事長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

ては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

エイズ対策政策研 究事業

HIV感染者の妊娠 。出産・予後に関する疫学的・コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法
の開発ならびに診療体制の整備と均てん化に関する研究

(所属部局・職名)    小児科 。医師

(氏名・フリガナ)    田中瑞恵・タナカミズエ

1倫理指針に関する倫理委員会の審査
「未審査Jにチェックすること。クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、

その他 (特記事項 )

錮留鯖難講杢
綸濯鐵無理躙
雉 セ〕ター

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※

"
■   □ ■ 国立国際医療研究センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

※ 1)当 該 ●jl空者 が 当 該 研 究 を 実 怖 す る に 当 力 り薄 守 す べ き 倫 鐸 指 針 に 関 す る 倫 鐸 委 昌 会 の 審 杏 が 済 スノで い る 場 合 は  「審 杏 済 み |に チ

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係 るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 | )

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ )
征
小

■ (有の場合はその内容 :



ρ井年■月ク ロ
厚生労働大臣
(諄報 轟 蝉 鶏 鋼 井 鶴 張 )殿
(13EI11ご |∫1ミ肖多懲::亨 :ヽサ1黎:孝

愁
|・主::|ち1:|:1:)

機関
//1

所属研究機関長 職 名

氏 名
餓 長 奥 村 明

F

愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院

次の職員の令■1元年度厚生労働科学41f究費の調査lll究 にお:す る、倫理審査状静t及び/rllttltll反等の管理につ

いては以下のとおりですら

1.研究事業名  上イズ対策政策研究事業

研究課題名

研究者名 (

HN忠 染者の妊娠 。出産・予後に関する疫学的・コホー ト的調査 lif究 と情報の普及幣発法

σ)織1'準 オさ
'ゝ

イド|こ言ら癖休鮨‖′)オ終イ篇》士狗■
「 スノイに:こ 湾料電―るfll七編，

“
　

　

■
）

〈″1)当 諺t・
l「 究者が当該l ll究 を実施するに当た

'運
守すべき倫理 lt・夕|11翻 する倫増Ittit会 の書査が済ス′でいる場合;=、

ックし一紹;若 しくは全部の霧査が完了していない場合は、 1オ寄■ liこ チ
`ッ

クすること←

その他 (特記事項)

審査済み |に チニ

4.論理審査の状況

ヒトゲノム・遺伝丁解孵 F究に賞する倫理指タト

該当1■の有無

有  無

□ /

左記で該当がある場合のみ記入 (ヽ 1,

審査済み   審査した機関
圭審査 (/2

J 颯

遺伝了‐治摯等臨床研究に関する指参|
」  J/ 輌

人を対象 とする蹂学系研究に闇す る倫理指會|(ヽ 3

ち
出  / 曇 麟

厚生労働省の所管する実施機関にお |夕 る動物実験

等¢)実施に関する基本指針
」  場/ □ 壼

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指弁|の名輌1:

ヽ

J/ 彗 J

(″ 2'米寄書に場合は、その理●Iを 記裁すること,

tイ 3)廃 に前の 1麦 学研究に関する倫 Fll指 お11式':臨床研究(■ 関する倫麟指ま11に準拠する場合は、当該 It l日 に i_入すること。

5.厚生労働分野の研究活動にお :す る不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受:解熱   未受講 鸞

6.利益相反め管理

崎lll眈 機関における(lC)Iの管理に関する規定の策定 穐
/

|

)

硼

有 V/無 腱 撫 の場合は姿託先機鱒



).

当研究に蘇る●01‐ に籠 |卜での報告・ 審査のな無 賓 ご 無 購 篠 緒蹄 豪その靭 :

)

筆研鷲に係る001,こないてのFii導・管理の1在無 蕪□書
　
　

，

ビ森の場各はその内容:

(留奪下獄l  ・ 骸もする曇にチ
“

ックをスれることォ
・//翠響究縦癬 する機経の襲も作成すること。



平成31年  4月   8日
厚生労働大臣

(                                               )

(                                    )

国立研究開発法人
機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立国際医療研

理事長

次の職員の平成 30年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名  エイズ対策政策研究事業

2.研究課題名

3.研究者名

HIV感染者の妊娠 。出産 。予後に関する疫学的・コホー ト的調査研究と情報の普及啓発
法の開発ならびに診療体制の整備 と均てん化に関する研究

(所属部局・職名) 産婦人科 産科医長・6階西病棟医長

(氏名 。フリガナ) 定月 みゆき・サダツキ ミユキ

を実施するに当たり遵守す き倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
「未審査」にチェックすること。クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、

その他 (特記事項 )

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※

"
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 国立国際医療研究センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

※ 1)当 該研 究者 が 当該研 空 を
=怖

す る)r当 ナ ン

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成することQ

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ )
征
小

■ (有の場合はその内容 :



31塚病医第 149
令和 2年 3月

号
日

３

２

厚生労働大臣
纏基畔義辞辞黎謳幹り罪宅所長)殿
(                                    )

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

東京都立大塚病院

院長

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  エイズ対策政策研究事業

理 につい

2.研究課題名

3.研究者名

HIV感染者の妊娠・出産 。予後に関する疫学的・コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法
の開発ならびに診療体制の整備 と均てん化に関する研究

(所属部局 。職名) 東京都立大塚病院産婦人科部長

(氏名 。フ リガナ) がヒ原 祥 人  ・ 1、 1、 は ら よ しひ と

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※

"
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

(※ 1)当 該研究者が当該研究 を実施す るに当た り遵守すべ き倫理指金|に 関す る倫聟委 員会の審杏が済スノでいる場合は、「審杏済み |にチ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針Jや 「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係 るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 鉦
¨

)■ (有の場合はその内容
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厚生労働大臣
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国立研究開
機関名 国立国際医

所属研究機関長 職 名 理事長

氏  名

次の職員の令和元年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理だちti

ては以下のとお りです。

1.研究事業名  エイズ対策政策研究事業

2.研究課題名

3.研究者名

HIV感染者の妊娠・出産 。予後に関する疫学的・コホー ト的調査研究と情報の普及啓発法

の開発ならびに診療体制の整備と均てん化に関する研究

(所属部局・職名) 臨床研究センター データサイエンス部・臨床疫学研究室長

(氏名 。フリガナ) 大津 洋  (オオツ ヒロシ)

発

|■ ヽ
■

i11

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム 。遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 国立国際医療研究センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当た り導守すべき倫理指針 に関する倫理委 員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み |にチェ→

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査Jにチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 : )

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 : )

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 缶
（

)■ (有の場合はその内容 :


